
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模企業共済改正 

Ｑ：昨年、小規模企業共済制度が改正され

ましたが、施行はまだでしょうか？ 

 

Ａ：今年の１月から施行されています。 

【解説】 

小規模企業共済とは、個人事業者のいわゆる

退職金共済制度で、国が全額出資している独立

行政法人・中小企業基盤整備機構が運営してい

るものです。 

この小規模共済制度の拡充が改正法案に盛

り込まれ、法案が成立したのが昨年の４月14

日、公布が21日で、１年以内の施行を目指すと

なっていたのですが、施行日を定める政令が公

布され、今年の１月１日から施行されています。 

この改正によって、加入できる対象者がこれ

までの個人事業主だけから、その個人事業主の

共同経営者(配偶者や親族だけでなく親族以外

の者の加入も認められるようになった)で一定

の要件を満たす者についても加入できるよう

になりました。 

ただし、加入できるのは一事業者につき２名

までです。 

なお、掛金は全額が事業所得の必要経費に算

入することができますので、節税メリットも享

受することができます。 

月額の掛金は1,000円から７万円までの間で

任意に決めることができ、年間84万円が上限に

なっています。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１１年）平成２３年   月   日 月曜日 ３２８

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

4 2 0 8  

号  

   

（ ２ - ２ ）  

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

